
議案第５７号 

さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例等の一部を改正する条例の制定について

さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例等の一部を改正する条例を次のように定める。

平成２６年２月７日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例等の一部を改正する条例

 （さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の一部改正）

第１条 さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例（平成２４年さいたま市条例第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章～第７章 ［略］ 第１章～第７章 ［略］ 

第８章 削除 第８章 共同生活介護 

 第１節 基本方針（第１２４条） 

   第２節 人員に関する基準（第１２５条・第１

２６条） 

 第３節 設備に関する基準（第１２７条） 

   第４節 運営に関する基準（第１２８条―第１

４１条） 

 第９章～第１３章 ［略］  第９章～第１３章 ［略］ 

 第１４章 共同生活援助  第１４章 共同生活援助 

  第１節～第４節 ［略］   第１節～第４節 ［略］ 

  第５節 外部サービス利用型指定共同生活援助

の事業の基本方針並びに人員、設備及

び運営に関する基準 
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   第１款 この節の趣旨及び基本方針（第２０

１条の２・第２０１条の３） 

   第２款 人員に関する基準（第２０１条の４

       ・第２０１条の５） 

   第３款 設備に関する基準（第２０１条の６

）  

   第４款 運営に関する基準（第２０１条の７

―第２０１条の１２） 

 第１５章 ［略］  第１５章 ［略］ 

   第１６章 一体型指定共同生活介護事業所等に関

する特例（第２０４条・第２０５条）

 附則  附則 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ・  ［略］  ・  ［略］ 

 支給決定障害者等 法第５条第２１項に規定

する支給決定障害者等をいう。 

 支給決定障害者等 法第５条第２２項に規定

する支給決定障害者等をいう。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２ 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事

業は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若

しくは精神障害により行動上著しい困難を有する

障害者であって、常時介護を要するものが居宅に

おいて自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、当該障害者の身体その他の状況及

びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及

び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、

外出時における移動中の介護並びに生活等に関す

る相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を

適切かつ効果的に行うものでなければならない。

２ 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事

業は、重度の肢体不自由者であって常時介護を要

する障害者が居宅において自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう、当該障害者の

身体その他の状況及びその置かれている環境に応

じて、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯

及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護

並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活

全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うもので

なければならない。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第６条 指定居宅介護の事業を行う者（以下この章、

 第２０１条の２及び第２０１条の１０第２項にお

いて「指定居宅介護事業者」という。）が当該事

業を行う事業所（以下この章において「指定居宅

介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律に基づく指定障害福祉サービスの事

業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１

８年厚生労働省令第１７１号。以下「指定障害福

祉サービス省令」という。）第５条第１項に規定

する厚生労働大臣が定める者をいう。以下この節

及び第４節において同じ。）の員数は、常勤換算

方法で、２．５以上とする。 

第６条 指定居宅介護の事業を行う者（以下この章

において「指定居宅介護事業者」という。）が当

該事業を行う事業所（以下この章において「指定

居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき従業

者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害福祉サービス

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平

成１８年厚生労働省令第１７１号。以下「指定障

害福祉サービス省令」という。）第５条第１項に

規定する厚生労働大臣が定める者をいう。以下こ

の節及び第４節において同じ。）の員数は、常勤

換算方法で、２．５以上とする。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
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 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第８０条 指定生活介護の事業を行う者（以下「

指定生活介護事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「指定生活介護事業所」という。

）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおり

とする。 

第８０条 指定生活介護の事業を行う者（以下「

指定生活介護事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「指定生活介護事業所」という。

）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおり

とする。 

 ［略］    ［略］ 

 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護

師をいう。以下この章、第８章及び第９章にお

いて同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び

生活支援員 

 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護

師をいう。以下この章、第８章及び第９章にお

いて同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び

生活支援員 

  ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び

生活支援員の総数は、指定生活介護の単位ご

とに、常勤換算方法で、(ｱ)から(ｳ)までに掲げ

る平均障害支援区分（指定障害福祉サービス

省令第７８条第１項第２号イに規定する厚生

労働大臣が定めるところにより算定した障害

支援区分の平均値をいう。以下同じ。）に応

   じ、それぞれ(ｱ)から(ｳ)までに定める数とする。

  ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び

生活支援員の総数は、指定生活介護の単位ご

とに、常勤換算方法で、(ｱ)から(ｳ)までに掲げ

る平均障害程度区分（指定障害福祉サービス

省令第７８条第１項第２号イに規定する厚生

労働大臣が定めるところにより算定した障害

程度区分の平均値をいう。以下同じ。）に応

   じ、それぞれ(ｱ)から(ｳ)までに定める数とする。

(ｱ) 平均障害支援区分が４未満 利用者の数

を６で除した数以上 

(ｱ) 平均障害程度区分が４未満 利用者の数

を６で除した数以上 

(ｲ) 平均障害支援区分が４以上５未満 利用

者の数を５で除した数以上 

(ｲ) 平均障害程度区分が４以上５未満 利用

者の数を５で除した数以上 

(ｳ) 平均障害支援区分が５以上 利用者の数

を３で除した数以上 

(ｳ) 平均障害程度区分が５以上 利用者の数

を３で除した数以上 

  イ～エ ［略］   イ～エ ［略］ 

 ［略］    ［略］ 

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１００条 法第５条第８項に規定する施設が指定

短期入所の事業を行う事業所（以下この章におい

て「指定短期入所事業所」という。）として当該

施設と一体的に運営を行う事業所（以下この章に

おいて「併設事業所」という。）を設置する場合

において、当該施設及び併設事業所に置くべき従

業者の総数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当

該各号に定める数とする。 

第１００条 法第５条第８項に規定する施設が指定

短期入所の事業を行う事業所（以下この章におい

て「指定短期入所事業所」という。）として当該

施設と一体的に運営を行う事業所（以下この章に

おいて「併設事業所」という。）を設置する場合

において、当該施設及び併設事業所に置くべき従

業者の総数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当

該各号に定める数とする。 

 ［略］    ［略］ 

 第１５３条第１項に規定する指定自立訓練（

生活訓練）事業者（施行規則第２５条第７号に

規定する宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。

  ）、第１９６条第１項に規定する指定共同生活

援助事業者又は第２０１条の４第１項に規定す

る外部サービス利用型指定共同生活援助事業者

（以下この章において「指定自立訓練（生活訓

練）事業者等」という。）である当該施設が、

指定短期入所事業所として併設事業所を設置す

 第１２５条第１項に規定する指定共同生活介

護事業者、第１５３条第１項に規定する指定自

立訓練（生活訓練）事業者（施行規則第２５条

第７号に規定する宿泊型自立訓練の事業を行う

者に限る。）又は第１９６条第１項に規定する

指定共同生活援助事業者（以下この章において

「指定共同生活介護事業者等」という。）であ

る当該施設が、指定短期入所事業所として併設

事業所を設置する場合 ア又はイに掲げる指定
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る場合 ア又はイに掲げる指定短期入所を提供

する時間帯に応じ、それぞれア又はイに定める

数 

短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれア

又はイに定める数 

ア 指定短期入所と同時に第１５２条に規定す

る指定自立訓練（生活訓練）（施行規則第２

５条第７号に規定する宿泊型自立訓練に係る

ものに限る。）、第１９５条に規定する指定

共同生活援助又は第２０１条の２に規定する

外部サービス利用型指定共同生活援助（次項

第２号アにおいて「指定自立訓練（生活訓練

）等」という。）を提供する時間帯 指定自

立訓練（生活訓練）事業所等（当該指定自立

訓練（生活訓練）事業者等が設置する当該指

定に係る指定自立訓練（生活訓練）事業所（

第１５３条第１項に規定する指定自立訓練（

生活訓練）事業所をいう。）、指定共同生活

援助事業所（第１９６条第１項に規定する指

定共同生活援助事業所をいう。以下この章に

おいて同じ。）又は外部サービス利用型指定

共同生活援助事業所（第２０１条の４第１項

に規定する外部サービス利用型指定共同生活

援助事業所をいう。以下この章において同じ。

 ））の利用者の数及び併設事業所の利用者の

数の合計数を当該指定自立訓練（生活訓練）

事業所等の利用者の数とみなした場合におい

て、当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等

における生活支援員又はこれに準じる従業者

として必要とされる数以上 

ア 指定短期入所と同時に第１２４条に規定す

る指定共同生活介護、第１５２条に規定する

指定自立訓練（生活訓練）（施行規則第２５

条第７号に規定する宿泊型自立訓練に係るも

のに限る。）又は第１９５条に規定する指定

共同生活援助（次項第２号アにおいて「指定

共同生活介護等」という。）を提供する時間

帯 指定共同生活介護事業所等（当該指定共

同生活介護事業者等が設置する当該指定に係

る指定共同生活介護事業所（第１２５条第１

   項に規定する指定共同生活介護事業所をいう。

   ）、指定自立訓練（生活訓練）事業所（第１

５３条第１項に規定する指定自立訓練（生活

訓練）事業所をいう。）又は指定共同生活援

助事業所（第１９６条第１項に規定する指定

共同生活援助事業所をいう。以下この章にお

いて同じ。）の利用者の数及び併設事業所の

利用者の数の合計数を当該指定共同生活介護

事業所等の利用者の数とみなした場合におい

て、当該指定共同生活介護事業所等における

生活支援員又はこれに準じる従業者として必

要とされる数以上 

  イ ［略］   イ ［略］ 

２ 法第５条第８項に規定する施設が、その施設の

全部又は一部が利用者に利用されていない居室を

利用して指定短期入所の事業を行う場合において、

 当該事業を行う事業所（以下この章において「空

床利用型事業所」という。）に置くべき従業者の

員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号

に定める数とする。 

２ 法第５条第８項に規定する施設が、その施設の

全部又は一部が利用者に利用されていない居室を

利用して指定短期入所の事業を行う場合において、

 当該事業を行う事業所（以下この章において「空

床利用型事業所」という。）に置くべき従業者の

員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号

に定める数とする。 

 ［略］    ［略］ 

 指定自立訓練（生活訓練）事業者等である当

該施設が、指定短期入所事業所として空床利用

型事業所を設置する場合 ア又はイに掲げる指

定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ

ア又はイに定める数 

 指定共同生活介護事業者等である当該施設が、

  指定短期入所事業所として空床利用型事業所を

設置する場合 ア又はイに掲げる指定短期入所

を提供する時間帯に応じ、それぞれア又はイに

定める数 

  ア 指定短期入所と同時に指定自立訓練（生活

訓練）等を提供する時間帯 当該指定自立訓

練（生活訓練）事業所等の利用者の数及び空

床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該

指定自立訓練（生活訓練）事業所等の利用者

の数とみなした場合において、当該指定自立

訓練（生活訓練）事業所等における生活支援

員又はこれに準じる従業者として必要とされ

  ア 指定短期入所と同時に指定共同生活介護等

を提供する時間帯 当該指定共同生活介護事

業所等の利用者の数及び空床利用型事業所の

利用者の数の合計数を当該指定共同生活介護

事業所等の利用者の数とみなした場合におい

て、当該指定共同生活介護事業所等における

生活支援員又はこれに準じる従業者として必

要とされる数以上 
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る数以上 

  イ ［略］   イ ［略］ 

３ 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短

期入所事業所（以下この章において「単独型事業

所」という。）に置くべき生活支援員の員数は、

次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める

数とする。 

３ 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短

期入所事業所（以下この章において「単独型事業

所」という。）に置くべき生活支援員の員数は、

次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める

数とする。 

 指定生活介護事業所、第１４３条第１項に規

定する指定自立訓練（機能訓練）事業所、第１

５３条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓

練）事業所、第１６３条第１項に規定する指定

就労移行支援事業所、第１７４条第１項に規定

する指定就労継続支援Ａ型事業所、指定就労継

続支援Ｂ型事業所（第１８６条に規定する指定

就労継続支援Ｂ型の事業を行う者が当該事業を

行う事業所をいう。）、第１９６条第１項に規

定する指定共同生活援助事業所、外部サービス

利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児

通所支援事業所（児童福祉法第２１条の５の３

第１項に規定する指定通所支援の事業等を行う

者が当該事業を行う事業所をいう。）（以下こ

の章において「指定生活介護事業所等」という。

  ）において指定短期入所の事業を行う場合 ア

又はイに掲げる指定短期入所の事業を行う時間

帯に応じ、それぞれア又はイに定める数 

 指定生活介護事業所、第１２５条第１項に規

定する指定共同生活介護事業所、第１４３条第

１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業

所、第１５３条第１項に規定する指定自立訓練

（生活訓練）事業所、第１６３条第１項に規定

する指定就労移行支援事業所、第１７４条第１

項に規定する指定就労継続支援Ａ型事業所、指

定就労継続支援Ｂ型事業所（第１８６条に規定

する指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う者が当

該事業を行う事業所をいう。）、第１９６条第

１項に規定する指定共同生活援助事業所又は指

定障害児通所支援事業所（児童福祉法第２１条

の５の３第１項に規定する指定通所支援の事業

等を行う者が当該事業を行う事業所をいう。）

（以下この章において「指定生活介護事業所等

」という。）において指定短期入所の事業を行

う場合 ア又はイに掲げる指定短期入所の事業

を行う時間帯に応じ、それぞれア又はイに定め

る数 

  ア 指定生活介護、第１４２条に規定する指定

自立訓練（機能訓練）、第１５２条に規定す

る指定自立訓練（生活訓練）、第１７３条に

規定する指定就労継続支援Ａ型、第１８６条

に規定する指定就労継続支援Ｂ型、第１９５

条に規定する指定共同生活援助、外部サービ

ス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法第

２１条の５の３第１項に規定する指定通所支

援のサービス提供時間 当該指定生活介護事

業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の

利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業

所等の利用者の数とみなした場合において、

当該指定生活介護事業所等における生活支援

員又はこれに準じる従業者として必要とされ

る数以上 

  ア 指定生活介護、第１２４条に規定する指定

共同生活介護、第１４２条に規定する指定自

立訓練（機能訓練）、第１５２条に規定する

指定自立訓練（生活訓練）、第１７３条に規

定する指定就労継続支援Ａ型、第１８６条に

規定する指定就労継続支援Ｂ型、第１９５条

に規定する指定共同生活援助又は児童福祉法

第２１条の５の３第１項に規定する指定通所

支援のサービス提供時間 当該指定生活介護

事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所

の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事

   業所等の利用者の数とみなした場合において、

   当該指定生活介護事業所等における生活支援

員又はこれに準じる従業者として必要とされ

る数以上 

  イ ［略］   イ ［略］ 

 ［略］    ［略］ 

 （定員の遵守）  （定員の遵守） 

第１０９条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利

用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入

所を提供してはならない。ただし、災害、虐待そ

の他のやむを得ない事情がある場合は、この限り

でない。 

第１０９条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利

用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入

所を提供してはならない。ただし、災害、虐待そ

の他のやむを得ない事情がある場合は、この限り

でない。 
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 ［略］    ［略］ 

 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利

用定員（第１９６条第１項に規定する指定共同

生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共

同生活援助事業所にあっては、共同生活援助を

行う住居（以下「共同生活住居」という。）及

びユニット（居室及び居室に近接して設けられ

る相互に交流を図ることができる設備により一

体的に構成される場所をいう。以下同じ。）の

入居定員）及び居室の定員を超えることとなる

利用者の数 

 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利

用定員（第１２５条第１項に規定する指定共同

生活介護事業所又は第１９６条第１項に規定す

る指定共同生活援助事業所にあっては、共同生

活住居（法第３４条第１項に規定する共同生活

住居をいう。以下同じ。）及びユニット（居室

及び居室に近接して設けられる相互に交流を図

ることができる設備により一体的に構成される

場所をいう。以下同じ。）の入居定員）及び居

室の定員を超えることとなる利用者の数 

 ［略］    ［略］ 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１１４条 指定重度障害者等包括支援の事業を行

う者（以下この章において「指定重度障害者等包

括支援事業者」という。）は、当該指定重度障害

者等包括支援事業者が指定を受けている指定障害

福祉サービス事業者（指定療養介護事業者を除く。

 第１１７条において同じ。）又は指定障害者支援

施設の基準を満たさなければならない。 

第１１４条 指定重度障害者等包括支援の事業を行

う者（以下この章において「指定重度障害者等包

括支援事業者」という。）は、当該指定重度障害

者等包括支援事業者が指定を受けている指定障害

福祉サービス事業者（指定療養介護事業者及び第

１９６条第１項に規定する指定共同生活援助事業

者を除く。第１１７条において同じ。）又は指定

障害者支援施設の基準を満たさなければならない。

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

（障害福祉サービスの提供に係る基準） （障害福祉サービスの提供に係る基準） 

第１１９条 ［略］ 第１１９条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定重度障害者等包括支援において提供する障

害福祉サービス（短期入所及び共同生活援助に限

る。）を自ら又は第三者に委託することにより提

供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包

括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サー

ビスを提供する事業所は、その提供する障害福祉

サービスごとに、この条例に規定する基準を満た

さなければならない。 

３ 指定重度障害者等包括支援において提供する障

害福祉サービス（短期入所及び共同生活介護に限

る。）を自ら又は第三者に委託することにより提

供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包

括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サー

ビスを提供する事業所は、その提供する障害福祉

サービスごとに、この条例に規定する基準を満た

さなければならない。 

   第８章 削除    第８章 共同生活介護 

     第１節 基本方針 

第１２４条から第１４１条まで 削除 第１２４条 共同生活介護に係る指定障害福祉サー

ビス（以下「指定共同生活介護」という。）の事

業は、利用者が地域において共同して自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、当

該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれ

ている環境に応じて共同生活住居において入浴、

排泄及び食事等の介護、相談その他の日常生活上

の支援を適切かつ効果的に行うものでなければな

らない。 
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     第２節 人員に関する基準 

  （従業者の員数） 

 第１２５条 指定共同生活介護の事業を行う者（以

下「指定共同生活介護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「指定共同生活介護事業

所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、

 次のとおりとする。 

 世話人 指定共同生活介護事業所ごとに、常

勤換算方法で、利用者の数を６で除した数以上

 生活支援員 指定共同生活介護事業所ごとに、

  常勤換算方法で、次のアからエまでに定める数

の合計数以上 

   ア 障害程度区分に係る市町村審査会による審

査及び判定の基準等に関する省令（平成１８

年厚生労働省令第４０号。以下この号におい

て「区分省令」という。）第２条第３号に規

定する区分３に該当する利用者の数を９で除

した数 

   イ 区分省令第２条第４号に規定する区分４に

該当する利用者の数を６で除した数 

   ウ 区分省令第２条第５号に規定する区分５に

該当する利用者の数を４で除した数 

   エ 区分省令第２条第６号に規定する区分６に

該当する利用者の数を２．５で除した数 

 サービス管理責任者 指定共同生活介護事業

所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の区分

に応じ、それぞれア又はイに定める数 

   ア 利用者の数が３０以下 １以上 

   イ 利用者の数が３１以上 １に、利用者の数

が３０を超えて３０又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

 ２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。

ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数によ

る。 

 ３ 第１項に規定する指定共同生活介護の従業者は、

 専ら指定共同生活介護事業所の職務に従事する者

でなければならない。ただし、利用者の支援に支

障がない場合は、この限りでない。 

  （管理者） 

 第１２６条 指定共同生活介護事業者は、指定共同

生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただし、指

定共同生活介護事業所の管理上支障がない場合は、

 当該指定共同生活介護事業所の他の職務に従事さ

せ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させる

ことができるものとする。 
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 ２ 指定共同生活介護事業所の管理者は、適切な指

定共同生活介護を提供するために必要な知識及び

経験を有する者でなければならない。 

     第３節 設備に関する基準 

  （設備） 

 第１２７条 指定共同生活介護に係る共同生活住居

は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や

地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、

 かつ、入所により日中及び夜間を通してサービス

を提供する施設又は病院の敷地外にあるようにし

なければならない。 

 ２ 指定共同生活介護事業所は、１以上の共同生活

住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居

定員の合計は、４人以上とする。 

 ３ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者

の特性に応じて工夫されたものでなければならな

い。 

 ４ 共同生活住居は、その入居定員を２人以上１０

人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住

居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入

居定員を２人以上２０人（市長が特に必要がある

と認めるときは３０人）以下とすることができる。

 ５ 共同生活住居は、１以上のユニットを有するほ

か、日常生活を営む上で必要な設備を設けなけれ

ばならない。 

 ６ ユニットの入居定員は、２人以上１０人以下と

する。 

 ７ ユニットには、居室及び居室に近接して設けら

れる相互に交流を図ることができる設備を設ける

こととし、その基準は、次のとおりとする。 

 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、

  利用者のサービス提供上必要と認められる場合

は、２人とすることができる。 

 一の居室の面積は、収納設備等を除き、７．

４３平方メートル以上とすること。 

     第４節 運営に関する基準 

  （入退居） 

 第１２８条 指定共同生活介護は、共同生活住居へ

の入居を必要とする利用者（入院治療を要する者

を除く。）に提供するものとする。 

 ２ 指定共同生活介護事業者は、利用申込者の入居

に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴

等の把握に努めなければならない。 

 ３ 指定共同生活介護事業者は、利用者の退居の際
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は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活

環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助

を行わなければならない。 

 ４ 指定共同生活介護事業者は、利用者の退居に際

しては、利用者に対し、適切な援助を行うととも

に、保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との密接な連携に努めなければならない。 

  （入退居の記録の記載等） 

 第１２９条 指定共同生活介護事業者は、入居又は

退居に際しては、当該指定共同生活介護事業者の

名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項

（次項において「受給者証記載事項」という。）

を、利用者の受給者証に記載しなければならない。

 ２ 指定共同生活介護事業者は、受給者証記載事項

その他の必要な事項を遅滞なく市町村に対し報告

しなければならない。 

  （利用者負担額等の受領） 

 第１３０条 指定共同生活介護事業者は、指定共同

生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当

該指定共同生活介護に係る利用者負担額の支払を

受けるものとする。 

 ２ 指定共同生活介護事業者は、法定代理受領を行

わない指定共同生活介護を提供した際は、支給決

定障害者から当該指定共同生活介護に係る指定障

害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるもの

とする。 

 ３ 指定共同生活介護事業者は、前２項の支払を受

ける額のほか、指定共同生活介護において提供さ

れる便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の

支払を支給決定障害者から受けることができる。

 食材料費 

 家賃（法第３４条第１項の規定により特定障

害者特別給付費が利用者に支給された場合（同

条第２項において準用する法第２９条第４項の

規定により特定障害者特別給付費が利用者に代

わり当該指定共同生活介護事業者に支払われた

場合に限る。）は、当該利用者に係る家賃の月

額から法第３４条第２項において準用する法第

２９条第５項の規定により当該利用者に支給が

あったものとみなされた特定障害者特別給付費

の額を控除した額を限度とする。） 

 光熱水費 

 日用品費 

 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活介

護において提供される便宜に要する費用のうち、

  日常生活においても通常必要となるものに係る

費用であって、支給決定障害者に負担させるこ
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とが適当と認められるもの 

 ４ 指定共同生活介護事業者は、前３項の費用の額

の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を

当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交

付しなければならない。 

 ５ 指定共同生活介護事業者は、第３項の費用に係

るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支

給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費

用について説明を行い、支給決定障害者の同意を

得なければならない。 

  （利用者負担額に係る管理） 

 第１３１条 指定共同生活介護事業者は、支給決定

障害者（入居前の体験的な指定共同生活介護を受

けている者を除く。）が同一の月に当該指定共同

生活介護事業者が提供する指定共同生活介護及び

他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当

該指定共同生活介護及び他の指定障害福祉サービ

ス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければ

ならない。この場合において、当該指定共同生活

介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報

告するとともに、当該支給決定障害者（入居前の

体験的な指定共同生活介護を受けている者を除く。

 ）及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供し

た指定障害福祉サービス事業者等に通知しなけれ

ばならない。 

 ２ 指定共同生活介護事業者は、支給決定障害者（

入居前の体験的な指定共同生活介護を受けている

者に限る。）の依頼を受けて、当該支給決定障害

者が同一の月に当該指定共同生活介護事業者が提

供する指定共同生活介護及び他の指定障害福祉サ

ービス等を受けたときは、当該指定共同生活介護

及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負

担額合計額を算定しなければならない。この場合

において、当該指定共同生活介護事業者は、利用

者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当

該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サー

ビス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等

に通知しなければならない。 

  （指定共同生活介護の取扱方針） 

 第１３２条 指定共同生活介護事業者は、第１４１

条において読み替えて準用する第６０条第１項に

規定する共同生活介護計画（以下「共同生活介護

計画」という。）に基づき、利用者が地域におい

て日常生活を営むことができるよう、当該利用者

の身体及び精神の状況並びにその置かれている環

境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、

 指定共同生活介護の提供が漫然かつ画一的なもの

とならないよう配慮しなければならない。 
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 ２ 指定共同生活介護事業者は、入居前の体験的な

利用を希望する者に対して指定共同生活介護の提

供を行う場合には、共同生活介護計画に基づき、

当該利用者が、継続した指定共同生活介護の利用

に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続

して入居している他の利用者の処遇に支障がない

ようにしなければならない。 

 ３ 指定共同生活介護事業所の従業者は、指定共同

生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、

 利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項に

ついて、理解しやすいように説明を行わなければ

ならない。 

 ４ 指定共同生活介護事業者は、その提供する指定

共同生活介護の質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

  （サービス管理責任者の責務） 

 第１３３条 サービス管理責任者は、第１４１条に

おいて準用する第６０条に規定する業務のほか、

次に掲げる業務を行うものとする。 

 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定

障害福祉サービス事業者等に対する照会等によ

り、その者の身体及び精神の状況、当該指定共

同生活介護事業所以外における指定障害福祉サ

ービス等の利用状況等を把握すること。 

 利用者の身体及び精神の状況、その置かれて

いる環境等に照らし、利用者が自立した日常生

活を営むことができるよう定期的に検討すると

ともに、自立した日常生活を営むことができる

と認められる利用者に対し、必要な支援を行う

こと。 

 利用者が自立した社会生活を営むことができ

るよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行

うこと。 

 他の従業者に対する技術指導及び助言を行う

こと。 

  （介護及び家事等） 

 第１３４条 介護は、利用者の身体及び精神の状況

に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に

資するよう、適切な技術をもって行わなければな

らない。 

 ２ 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用

者と従業者が共同で行うよう努めなければならな

い。 

 ３ 指定共同生活介護事業者は、その利用者に対し

て、利用者の負担により、当該指定共同生活介護

事業所の従業者以外の者による介護又は家事等を

受けさせてはならない。 
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  （社会生活上の便宜の供与等） 

 第１３５条 指定共同生活介護事業者は、利用者に

ついて、指定生活介護事業所等との連絡調整、余

暇活動の支援等に努めなければならない。 

 ２ 指定共同生活介護事業者は、利用者が日常生活

を営む上で必要な行政機関に対する手続等につい

て、その者又はその家族が行うことが困難である

場合は、その者の同意を得て代わって行わなけれ

ばならない。 

 ３ 指定共同生活介護事業者は、常に利用者の家族

との連携を図るとともに、利用者とその家族との

交流等の機会を確保するよう努めなければならな

い。 

  （運営規程） 

 第１３６条 指定共同生活介護事業者は、指定共同

生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する運営規程を定めておか

なければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 入居定員 

 指定共同生活介護の内容並びに支給決定障害

者から受領する費用の種類及びその額 

 入居に当たっての留意事項 

 緊急時等における対応方法 

 非常災害対策 

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた

場合には当該障害の種類 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重

要事項 

  （勤務体制の確保等） 

 第１３７条 指定共同生活介護事業者は、利用者に

対し、適切な指定共同生活介護を提供できるよう、

 指定共同生活介護事業所ごとに、従業者の勤務の

体制を定めておかなければならない。 

 ２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たって

は、利用者が安心して日常生活を送ることができ

るよう、継続性を重視した指定共同生活介護の提

供に配慮しなければならない。 

 ３ 指定共同生活介護事業者は、指定共同生活介護

事業所ごとに、当該指定共同生活介護事業所の従

業者によって指定共同生活介護を提供しなければ

ならない。ただし、当該指定共同生活介護事業者

が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことがで
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きる場合は、この限りでない。 

 ４ 指定共同生活介護事業者は、前項ただし書の規

定により指定共同生活介護に係る生活支援員の業

務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わ

せる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状

況について定期的に確認し、その結果等を記録し

なければならない。 

 ５ 指定共同生活介護事業者は、従業者の資質の向

上のために、その研修の機会を確保しなければな

らない。 

  （支援体制の確保） 

 第１３８条 指定共同生活介護事業者は、利用者の

身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うこ

とができるよう、他の障害福祉サービス事業を行

う者その他の関係機関との連携その他の適切な支

援体制を確保しなければならない。 

  （定員の遵守） 

 第１３９条 指定共同生活介護事業者は、共同生活

住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を

超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐

待その他のやむを得ない事情がある場合は、この

限りでない。 

  （協力医療機関等） 

 第１４０条 指定共同生活介護事業者は、利用者の

病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医

療機関を定めておかなければならない。 

 ２ 指定共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力

歯科医療機関を定めておくよう努めなければなら

ない。 

  （準用） 

 第１４１条 第１０条、第１２条、第１３条、第１

５条から第１８条まで、第２１条、第２４条、第

２９条、第３７条から第４２条まで、第５５条、

第６０条、第６２条、第６８条、第７２条、第７

５条から第７７条まで、第９０条、第９２条及び

第９４条の規定は、指定共同生活介護の事業につ

いて準用する。この場合において、第１０条第１

項中「第３２条」とあるのは「第１３６条」と、

第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第

１３０条第１項」と、第２４条第２項中「第２２

条第２項」とあるのは「第１３０条第２項」と、

第６０条中「療養介護計画」とあるのは「共同生

活介護計画」と、第７７条第２項第１号中「第６

０条第１項」とあるのは「第１４１条において読

み替えて準用する第６０条第１項」と、「療養介
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護計画」とあるのは「共同生活介護計画」と、同

項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１

４１条において準用する第５５条第１項」と、同

項第３号中「第６７条」とあるのは「第１４１条

において準用する第９０条」と、同項第４号中「

第７５条第２項」とあるのは「第１４１条におい

て準用する第７５条第２項」と、同項第５号及び

第６号中「次条」とあるのは「第１４１条」と、

第９４条中「前条の協力医療機関」とあるのは「

第１４０条第１項の協力医療機関及び同条第２項

の協力歯科医療機関」と読み替えるものとする。

 （利用者負担額に係る管理） 

第１５８条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、

支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者

及び指定障害福祉サービス省令第１７０条の２第

１項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。

）が同一の月に当該指定自立訓練（生活訓練）事

業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定

障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿

泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に

係る利用者負担額合計額を算定しなければならな

い。この場合において、当該指定自立訓練（生活

訓練）事業者は、利用者負担額合計額を市町村に

報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該

他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害

福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定

障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定

障害福祉サービス省令第１７０条の２第２項に規

定する厚生労働大臣が定める者を除く。）の依頼

を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該

指定自立訓練（生活訓練）事業者が提供する指定

自立訓練（生活訓練）（指定宿泊型自立訓練を除

く。）及び他の指定障害福祉サービス等を受けた

ときは、当該指定自立訓練（生活訓練）及び他の

指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計

額を算定しなければならない。この場合において、

 当該指定自立訓練（生活訓練）事業者は、利用者

負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該

支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービ

ス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に

通知しなければならない。 

第１５８条の２ ［略］ 第１５８条 ［略］ 

（準用） （準用） 

第１５９条 第１０条から第１９条まで、第２１条、

第２４条、第２９条、第３７条から第４２条まで、

 第５９条から第６２条まで、第６８条、第７０条

第１５９条 第１０条から第１９条まで、第２１条、

 第２３条、第２４条、第２９条、第３７条から第

４２条まで、第５９条から第６２条まで、第６８
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から第７２条まで、第７５条、第７６条、第８８

条から第９４条まで、第１４７条及び第１４８条

の規定は、指定自立訓練（生活訓練）の事業につ

いて準用する。この場合において、第１０条第１

項中「第３２条」とあるのは「第１５９条におい

て準用する第９１条」と、第２１条第２項中「次

条第１項から第３項まで」とあるのは「第１５７

条第１項から第４項まで」と、第２４条第２項中

「第２２条第２項」とあるのは「第１５７条第２

項」と、第５９条第１項中「次条第１項」とある

のは「第１５９条において読み替えて準用する次

条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「自

立訓練（生活訓練）計画」と、第６０条中「療養

介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計

画」と、同条第８項中「６月」とあるのは「３月

」と、第６１条中「前条」とあるのは「第１５９

条において準用する前条」と、第９１条中「第９

４条」とあるのは「第１５９条において準用する

第９４条」と、第９４条中「前条」とあるのは「

第１５９条において準用する前条」と読み替える

ものとする。 

条、第７０条から第７２条まで、第７５条、第７

６条、第８８条から第９４条まで、第１３１条第

１項、第１４７条及び第１４８条の規定は、指定

自立訓練（生活訓練）の事業について準用する。

この場合において、第１０条第１項中「第３２条

」とあるのは「第１５９条において準用する第９

１条」と、第２１条第２項中「次条第１項から第

３項まで」とあるのは「第１５７条第１項から第

４項まで」と、第２３条中「支給決定障害者等の

」とあるのは「支給決定障害者（指定宿泊型自立

訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス省令第

１７１条に規定する厚生労働大臣が定める者を除

く。以下この条において同じ。）の」と、「当該

支給決定障害者等」とあるのは「当該支給決定障

害者」と、第２４条第２項中「第２２条第２項」

とあるのは「第１５７条第２項」と、第５９条第

１項中「次条第１項」とあるのは「第１５９条に

おいて読み替えて準用する次条第１項」と、「療

養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）

計画」と、第６０条中「療養介護計画」とあるの

は「自立訓練（生活訓練）計画」と、同条第８項

中「６月」とあるのは「３月」と、第６１条中「

前条」とあるのは「第１５９条において準用する

前条」と、第９１条中「第９４条」とあるのは「

第１５９条において準用する第９４条」と、第９

４条中「前条」とあるのは「第１５９条において

準用する前条」と、第１３１条第１項中「支給決

定障害者（入居前の体験的な指定共同生活介護を

受けているものを除く。）」とあるのは「支給決

定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指

定障害福祉サービス省令第１７１条に規定する厚

生労働大臣が定める者に限る。）」と読み替える

ものとする。 

（準用） （準用） 

第１７２条 第１０条から第１８条まで、第２０条、

 第２１条、第２４条、第２９条、第３７条から第

４２条まで、第５９条から第６２条まで、第６８

条、第７０条から第７２条まで、第７５条から第

７７条まで、第８６条から第９４条まで、第１４

６条、第１４７条及び第１５８条の規定は、指定

就労移行支援の事業について準用する。この場合

において、第１０条第１項中「第３２条」とある

のは「第１７２条において準用する第９１条」と、

 第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第

１７２条において準用する第１４６条第１項」と、

 第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは

「第１７２条において準用する第１４６条第２項

」と、第５９条第１項中「次条第１項」とあるの

は「第１７２条において読み替えて準用する次条

第１７２条 第１０条から第１８条まで、第２０条、

 第２１条、第２３条、第２４条、第２９条、第３

７条から第４２条まで、第５９条から第６２条ま

で、第６８条、第７０条から第７２条まで、第７

５条から第７７条まで、第８６条から第９４条ま

で、第１３１条第１項、第１４６条及び第１４７

条の規定は、指定就労移行支援の事業について準

用する。この場合において、第１０条第１項中「

第３２条」とあるのは「第１７２条において準用

する第９１条」と、第２１条第２項中「次条第１

項」とあるのは「第１７２条において準用する第

１４６条第１項」と、第２３条中「支給決定障害

者等の」とあるのは「支給決定障害者（指定障害

福祉サービス省令第１８４条に規定する厚生労働

大臣が定める者を除く。以下この条において同じ。
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第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労

移行支援計画」と、第６０条中「療養介護計画」

とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第８項

中「６月」とあるのは「３月」と、第６１条中「

前条」とあるのは「第１７２条において準用する

前条」と、第７７条第２項第１号中「第６０条第

１項」とあるのは「第１７２条において読み替え

て準用する第６０条第１項」と、「療養介護計画

」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第２

号中「第５５条第１項」とあるのは「第１７２条

において準用する第２０条第１項」と、同項第３

号中「第６７条」とあるのは「第１７２条におい

て準用する第９０条」と、同項第４号中「第７５

条第２項」とあるのは「第１７２条において準用

する第７５条第２項」と、同項第５号及び第６号

中「次条」とあるのは「第１７２条」と、第９１

条中「第９４条」とあるのは「第１７２条におい

て準用する第９４条」と、第９４条中「前条」と

 あるのは「第１７２条において準用する前条」と、

 第１５８条第１項中「支給決定障害者（指定宿泊

型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス

省令第１７０条の２第１項に規定する厚生労働大

臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定

障害者（指定障害福祉サービス省令第１８４条に

 規定する厚生労働大臣が定める者に限る。）」と、

 同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立

訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス省令第

１７０条の２第２項に規定する厚生労働大臣が定

める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者

（指定障害福祉サービス省令第１８４条に規定す

る厚生労働大臣が定める者を除く。）」と読み替

えるものとする。 

 ）の」と、「当該支給決定障害者等」とあるのは

「当該支給決定障害者」と、第２４条第２項中「

第２２条第２項」とあるのは「第１７２条におい

て準用する第１４６条第２項」と、第５９条第１

項中「次条第１項」とあるのは「第１７２条にお

いて読み替えて準用する次条第１項」と、「療養

介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、

第６０条中「療養介護計画」とあるのは「就労移

行支援計画」と、同条第８項中「６月」とあるの

は「３月」と、第６１条中「前条」とあるのは「

第１７２条において準用する前条」と、第７７条

第２項第１号中「第６０条第１項」とあるのは「

第１７２条において読み替えて準用する第６０条

第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労

移行支援計画」と、同項第２号中「第５５条第１

項」とあるのは「第１７２条において準用する第

２０条第１項」と、同項第３号中「第６７条」と

あるのは「第１７２条において準用する第９０条

」と、同項第４号中「第７５条第２項」とあるの

は「第１７２条において準用する第７５条第２項

」と、同項第５号及び第６号中「次条」とあるの

は「第１７２条」と、第９１条中「第９４条」と

あるのは「第１７２条において準用する第９４条

」と、第９４条中「前条」とあるのは「第１７２

条において準用する前条」と、第１３１条第１項

中「支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同

生活介護を受けているものを除く。）」とあるの

は「支給決定障害者（指定障害福祉サービス省令

第１８４条に規定する厚生労働大臣が定める者に

限る。）」と読み替えるものとする。 

第１９５条 共同生活援助に係る指定障害福祉サー

ビス（以下「指定共同生活援助」という。）の事

業は、利用者が地域において共同して自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、当

該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれ

ている環境に応じて共同生活住居において相談、

入浴、排泄又は食事の介護その他の日常生活上の

援助を適切かつ効果的に行うものでなければなら

ない。 

第１９５条 共同生活援助に係る指定障害福祉サー

ビス（以下「指定共同生活援助」という。）の事

業は、利用者が地域において共同して自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、当

該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれ

ている環境に応じて共同生活住居において相談そ

の他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行う

ものでなければならない。 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１９６条 指定共同生活援助の事業を行う者（以

下「指定共同生活援助事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「指定共同生活援助事業

所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、

 次のとおりとする。 

第１９６条 指定共同生活援助の事業を行う者（以

下「指定共同生活援助事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「指定共同生活援助事業

所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、

 次のとおりとする。 

 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常    世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常
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勤換算方法で、利用者の数を６で除した数以上 勤換算方法で、利用者の数を１０で除した数以

上 

 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、

  常勤換算方法で、次のアからエまでに掲げる数

の合計数以上 

  ア 障害支援区分に係る市町村審査会による審

査及び判定の基準等に関する省令（平成２６

年厚生労働省令第５号。以下この号において

「区分省令」という。）第１条第４号に規定

する区分３に該当する利用者の数を９で除し

た数 

  イ 区分省令第１条第５号に規定する区分４に

該当する利用者の数を６で除した数 

  ウ 区分省令第１条第６号に規定する区分５に

該当する利用者の数を４で除した数 

  エ 区分省令第１条第７号に規定する区分６に

該当する利用者の数を２．５で除した数 

 ［略］  ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

（管理者） （準用） 

第１９７条 指定共同生活援助事業者は、指定共同

生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただし、指

定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、

 当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事さ

せ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させる

ことができるものとする。 

第１９７条 第１２６条の規定は、指定共同生活援

助の事業について準用する。 

２ 指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な指

定共同生活援助を提供するために必要な知識及び

経験を有する者でなければならない。 

（設備） （準用） 

第１９８条 指定共同生活援助に係る共同生活住居

は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や

 地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、

 かつ、入所により日中及び夜間を通してサービス

を提供する施設（以下「入所施設」という。）又

は病院の敷地外にあるようにしなければならない。

第１９８条 第１２７条の規定は、指定共同生活援

助の事業について準用する。 

２ 指定共同生活援助事業所は、１以上の共同生活

住居（サテライト型住居（当該サテライト型住居

を設置しようとする者により設置される当該サテ

ライト型住居以外の共同生活住居であって、当該

サテライト型住居に入居する者に対する支援を行

うもの（以下「本体住居」という。）と密接な連

携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営さ

れる共同生活住居をいう。以下同じ。）を除く。

以下この項、第４項から第６項までにおいて同じ。

 ）を有するものとし、当該共同生活住居及びサテ
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 ライト型住居の入居定員の合計は４人以上とする。

３ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者

の特性に応じて工夫されたものでなければならな

い。 

４ 共同生活住居は、その入居定員を２人以上１０

人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住

居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入

居定員を２人以上２０人（市長が特に必要がある

と認めるときは３０人）以下とすることができる。

５ 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居

を改築する場合であって、市長が特に必要がある

と認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該

共同生活住居の入居定員を２人以上３０人以下（

ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居

定員と同数を上限とする。）とすることができる。

６ 共同生活住居は、１以上のユニットを有するほ

か、日常生活を営む上で必要な設備を設けなけれ

ばならない。 

７ ユニットの入居定員は、２人以上１０人以下と

する。 

８ ユニットには、居室及び居室に近接して設けら

れる相互に交流を図ることができる設備を設ける

こととし、その基準は、次のとおりとする。 

一の居室の定員は、１人とすること。ただし、

  利用者のサービス提供上必要と認められる場合

は、２人とすることができる。 

 一の居室の面積は、収納設備等を除き、７．

４３平方メートル以上とすること。 

９ サテライト型住居の設備の基準は、次のとおり

とする。 

 入居定員を１人とすること。 

日常生活を営む上で必要な設備を設けること。

 居室の面積は、収納設備等を除き、７．４３

平方メートル以上とすること。 

 （入退居） 

第１９８条の２ 指定共同生活援助は、共同生活住

居への入居を必要とする利用者（入院治療を要す

る者を除く。）に提供するものとする。 

２ 指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居

に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴

等の把握に努めなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際

は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活

環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助

を行わなければならない。 

４ 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際

しては、利用者に対し、適切な援助を行うととも

に、保健医療サービス又は福祉サービスを提供す
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る者との密接な連携に努めなければならない。 

（入退居の記録の記載等） 

第１９８条の３ 指定共同生活援助事業者は、入居

者の入居又は退居に際しては、当該指定共同生活

援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他

の必要な事項（次項において「受給者証記載事項

」という。）を、利用者の受給者証に記載しなけ

ればならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項

その他の必要な事項を遅滞なく市町村に対し報告

しなければならない。 

（利用者負担額等の受領） 

第１９８条の４ 指定共同生活援助事業者は、指定

共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者か

ら当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支

払を受けるものとする。 

２ 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行

わない指定共同生活援助を提供した際は、支給決

定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障

害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるもの

とする。 

３ 指定共同生活援助事業者は、前２項の支払を受

ける額のほか、指定共同生活援助において提供さ

れる便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の

支払を支給決定障害者から受けることができる。

 食材料費 

 家賃（法第３４条第１項の規定により特定障

害者特別給付費が利用者に支給された場合（同

条第２項において準用する法第２９条第４項の

規定により特定障害者特別給付費が利用者に代

わり当該指定共同生活援助事業者に支払われた

場合に限る。）は、当該利用者に係る家賃の月

額から法第３４条第２項において準用する法第

２９条第５項の規定により当該利用者に支給が

あったものとみなされた特定障害者特別給付費

の額を控除した額を限度とする。） 

 光熱水費 

 日用品費 

 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援

助において提供される便宜に要する費用のうち、

  日常生活においても通常必要となるものに係る

費用であって、支給決定障害者に負担させるこ

とが適当と認められるもの 

４ 指定共同生活援助事業者は、前３項の費用の額

の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を

当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交

付しなければならない。 
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５ 指定共同生活援助事業者は、第３項の費用に係

るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支

給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費

用について説明を行い、支給決定障害者の同意を

得なければならない。 

（指定共同生活援助の取扱方針） 

第１９８条の５ 指定共同生活援助事業者は、第２

０１条において読み替えて準用する第６０条に規

定する共同生活援助計画（以下「共同生活援助計

画」という。）に基づき、利用者が地域において

日常生活を営むことができるよう、当該利用者の

身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、

指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的なもの

とならないよう配慮しなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な

利用を希望する者に対して指定共同生活援助の提

供を行う場合には、共同生活援助計画に基づき、

当該利用者が、継続した指定共同生活援助の利用

に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続

して入居している他の利用者の処遇に支障がない

ようにしなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同

生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、

 利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項に

ついて、理解しやすいように説明を行わなければ

ならない。 

４ 指定共同生活援助事業者は、その提供する指定

共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

（サービス管理責任者の責務） 

第１９８条の６ サービス管理責任者は、第２０１

条において準用する第６０条に規定する業務のほ

か、次に掲げる業務を行うものとする。 

 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定

障害福祉サービス事業者等に対する照会等によ

り、その者の身体及び精神の状況、当該指定共

同生活援助事業所以外における指定障害福祉サ

ービス等の利用状況等を把握すること。 

 利用者の身体及び精神の状況、その置かれて

いる環境等に照らし、利用者が自立した日常生

活を営むことができるよう定期的に検討すると

ともに、自立した日常生活を営むことができる

と認められる利用者に対し、必要な支援を行う

こと。 

 利用者が自立した社会生活を営むことができ

るよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行
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うこと。 

 他の従業者に対する技術指導及び助言を行う

こと。 

 （介護及び家事等）  （家事等） 

第１９９条 介護は、利用者の身体及び精神の状況

に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に

資するよう、適切な技術をもって行わなければな

らない。 

第１９９条 

２ 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用

者と従業者が共同で行うよう努めなければならな

い。 

  調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用

者と従業者が共同で行うよう努めなければならな

い。 

３ 指定共同生活援助事業者は、その利用者に対し

て、利用者の負担により、当該指定共同生活援助

事業所の従業者以外の者による介護又は家事等を

受けさせてはならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、その利用者に対し

て、利用者の負担により、当該指定共同生活援助

事業所の従業者以外の者による家事等を受けさせ

てはならない。 

 （社会生活上の便宜の供与等） 

第１９９条の２ 指定共同生活援助事業者は、利用

者について、指定生活介護事業所等との連絡調整、

 余暇活動の支援等に努めなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活

を営む上で必要な行政機関に対する手続等につい

て、その者又はその家族が行うことが困難である

場合は、その者の同意を得て代わって行わなけれ

ばならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族

との連携を図るとともに、利用者とその家族との

交流等の機会を確保するよう努めなければならな

い。 

 （運営規程） 

第１９９条の３ 指定共同生活援助事業者は、指定

共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する運営規程を定めて

おかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 入居定員 

 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害

者から受領する費用の種類及びその額 

 入居に当たっての留意事項 

 緊急時等における対応方法 

 非常災害対策 

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた

場合には当該障害の種類 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重
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要事項 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第２００条 ［略］ 第２００条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助

事業所ごとに、当該指定共同生活援助事業所の従

業者によって指定共同生活援助を提供しなければ

ならない。ただし、当該指定共同生活援助事業者

が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことがで

きる場合は、この限りでない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助

事業所ごとに、当該指定共同生活援助事業所の従

業者によって指定共同生活援助を提供しなければ

ならない。 

４ 指定共同生活援助事業者は、前項ただし書の規

定により指定共同生活援助に係る生活支援員の業

務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わ

せる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状

況について定期的に確認し、その結果等を記録し

なければならない。 

５ ［略］ ４ ［略］ 

 （支援体制の確保） 

第２００条の２ 指定共同生活援助事業者は、利用

者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行

うことができるよう、他の障害福祉サービス事業

を行う者その他の関係機関との連携その他の適切

な支援体制を確保しなければならない。 

 （定員の遵守） 

第２００条の３ 指定共同生活援助事業者は、共同

生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定

員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、

 虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、こ

の限りでない。 

 （協力医療機関等） 

第２００条の４ 指定共同生活援助事業者は、利用

者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協

力医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力

歯科医療機関を定めておくよう努めなければなら

ない。 

（準用） （準用） 

第２０１条 第１０条、第１２条、第１３条、第１

５条から第１８条まで、第２１条、第２４条、第

２９条、第３７条から第４２条まで、第５５条、

第６０条、第６２条、第６８条、第７２条、第７

５条から第７７条まで、第９０条、第９２条、第

９４条及び第１５８条の規定は、指定共同生活援

第２０１条 第１０条、第１２条、第１３条、第１

５条から第１８条まで、第２１条、第２４条、第

２９条、第３７条から第４２条まで、第５５条、

第６０条、第６２条、第６８条、第７２条、第７

５条から第７７条まで、第９０条、第９２条、第

９４条、第１２８条から第１３３条まで、第１３
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助の事業について準用する。この場合において、

第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１

９９条の３」と、第２１条第２項中「次条第１項

」とあるのは「第１９８条の４第１項」と、第２

４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第

１９８条の４第２項」と、第６０条中「療養介護

計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、第７

７条第２項第１号中「第６０条第１項」とあるの

は「第２０１条において読み替えて準用する第６

０条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「

共同生活援助計画」と、同項第２号中「第５５条

第１項」とあるのは「第２０１条において準用す

る第５５条第１項」と、同項第３号中「第６７条

」とあるのは「第２０１条において準用する第９

０条」と、同項第４号中「第７５条第２項」とあ

るのは「第２０１条において準用する第７５条第

２項」と、同項第５号及び第６号中「次条」とあ

るのは「第２０１条」と、第９４条中「前条の協

力医療機関」とあるのは「第２００条の４第１項

の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機

関」と、第１５８条第１項中「支給決定障害者（

指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉

サービス省令第１７０条の２第１項に規定する厚

生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「

支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活

援助を受けている者を除く。）」と、同条第２項

中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受け

る者及び指定障害福祉サービス省令第１７０条の

２第２項に規定する厚生労働大臣が定める者を除

く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の

体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る。

 ）」と読み替えるものとする。 

５条、第１３６条及び第１３８条から第１４０条

までの規定は、指定共同生活援助の事業について

準用する。この場合において、第１０条第１項中

「第３２条」とあるのは「第２０１条において準

用する第１３６条」と、第２１条第２項中「次条

第１項」とあるのは「第２０１条において準用す

る第１３０条第１項」と、第２４条第２項中「第

２２条第２項」とあるのは「第２０１条において

準用する第１３０条第２項」と、第６０条中「療

養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、

 第７７条第２項第１号中「第６０条第１項」とあ

るのは「第２０１条において読み替えて準用する

第６０条第１項」と、「療養介護計画」とあるの

は「共同生活援助計画」と、同項第２号中「第５

５条第１項」とあるのは「第２０１条において準

用する第５５条第１項」と、同項第３号中「第６

７条」とあるのは「第２０１条において準用する

第９０条」と、同項第４号中「第７５条第２項」

とあるのは「第２０１条において準用する第７５

条第２項」と、同項第５号及び第６号中「次条」

とあるのは「第２０１条」と、第９４条中「前条

の協力医療機関」とあるのは「第２０１条におい

て準用する第１４０条第１項の協力医療機関及び

同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１３２条

第１項及び第１３３条第１項中「第１４１条」と

あるのは「第２０１条」と、第１３３条第３号及

び第１３５条第１項中「指定生活介護事業所」と

あるのは「指定自立訓練（生活訓練）事業所」と

読み替えるものとする。 

    第５節 外部サービス利用型指定共同生活

援助の事業の基本方針並びに人員、

        設備及び運営に関する基準 

     第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第２０１条の２ 第１節から前節までの規定にかか

わらず、外部サービス利用型指定共同生活援助（

指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援

助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により

行われる外部サービス利用型共同生活援助計画（

第２０１条の１２において読み替えて準用する第

６０条に規定する外部サービス利用型共同生活援

助計画をいう。以下同じ。）の作成、相談その他

の日常生活上の援助（第２０１条の４第１項にお

いて「基本サービス」という。）及び当該指定共

－77－



同生活援助に係る指定共同生活援助事業者が委託

する指定居宅介護事業者（以下「受託居宅介護サ

ービス事業者」という。）により、当該外部サー

ビス利用型共同生活援助計画に基づき行われる入

浴、排泄、食事の介護その他の日常生活上の援助

（以下「受託居宅介護サービス」という。）をい

う。以下同じ。）の事業を行うものの基本方針並

びに人員、設備及び運営に関する基準について

は、この節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第２０１条の３ 外部サービス利用型指定共同生活

援助の事業は、外部サービス利用型共同生活援助

計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者によ

る受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供す

ることにより、利用者が地域において共同して自

立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにそ

の置かれている環境に応じて共同生活住居におい

て相談、入浴、排泄又は食事の介護その他の日常

生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなけ

ればならない。 

     第２款 人員に関する基準 

 （従業者の員数） 

第２０１条の４ 外部サービス利用型指定共同生活

援助の事業を行う者（以下「外部サービス利用型

指定共同生活援助事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「外部サービス利用型指定共

同生活援助事業所」という。）に置くべき基本サ

ービスを提供する従業者及びその員数は、次のと

おりとする。 

 世話人 外部サービス利用型指定共同生活援

助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数

を６で除した数以上 

 サービス管理責任者 外部サービス利用型指

定共同生活援助事業所ごとに、ア又はイに掲げ

る利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイ

に掲げる数 

  ア 利用者の数が３０以下 １以上 

  イ 利用者の数が３１以上 １に、利用者の数

が３０を超えて３０又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。

ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数によ

る。 

３ 第１項に規定する外部サービス利用型指定共同

生活援助の従業者は、専ら外部サービス利用型指
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定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなけ

ればならない。ただし、利用者の支援に支障がな

い場合は、この限りでない。 

 （準用） 

第２０１条の５ 第１９７条の規定は、外部サービ

ス利用型指定共同生活援助の事業について準用す

る。 

     第３款 設備に関する基準 

 （準用） 

第２０１条の６ 第１９８条の規定は、外部サービ

ス利用型指定共同生活援助の事業について準用す

る。 

     第４款 運営に関する基準 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第２０１条の７ 外部サービス利用型指定共同生活

援助事業者は、支給決定障害者等が外部サービス

利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行った

ときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じ

た適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、

第２０１条の９に規定する運営規程の概要、従業

者の勤務体制、外部サービス利用型指定共同生活

援助事業者と受託居宅介護サービス事業者の業務

の分担の内容、受託居宅介護サービス事業者及び

受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サー

ビスの事業を行う事業所（以下「受託居宅介護サ

ービス事業所」という。）の名称その他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、当該外

部サービス利用型指定共同生活援助の提供の開始

について当該利用申込者の同意を得なければなら

ない。 

２ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、

 社会福祉法第７７条の規定に基づき、書面の交付

を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切

な配慮をしなければならない。 

（受託居宅介護サービスの提供） 

第２０１条の８ 外部サービス利用型指定共同生活

援助事業者は、外部サービス利用型共同生活援助

計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者によ

り、適切かつ円滑に受託居宅介護サービスが提供

されるよう、必要な措置を講じなければならない。

２ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、

 受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サー

－79－



ビスを提供した場合にあっては、提供した日時、

時間、具体的なサービスの内容等を文書により報

告させなければならない。 

（運営規程） 

第２０１条の９ 外部サービス利用型指定共同生活

援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活

援助事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する運営規程を定めておかなけ

ればならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 入居定員 

 外部サービス利用型指定共同生活援助の内容

並びに支給決定障害者から受領する費用の種類

及びその額 

 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介

護サービス事業所の名称及び所在地 

 入居に当たっての留意事項 

 緊急時等における対応方法 

 非常災害対策 

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた

場合には当該障害の種類 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重

要事項 

（受託居宅介護サービス事業者への委託） 

第２０１条の１０ 外部サービス利用型指定共同生

活援助事業者が、受託居宅介護サービスの提供に

関する業務を委託する契約を締結するときは、受

託居宅介護サービス事業所ごとに文書により行わ

なければならない。 

２ 受託居宅介護サービス事業者は、指定居宅介護

事業者でなければならない。 

３ 受託居宅介護サービス事業者が提供する受託居

宅介護サービスの種類は、指定居宅介護とする。

４ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、

 事業の開始に当たっては、あらかじめ、指定居宅

介護を提供する事業者と、第１項に規定する方法

によりこれらの提供に関する業務を委託する契約

を締結するものとする。 

５ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、

 受託居宅介護サービス事業者に、業務について必

要な管理及び指揮命令を行うものとする。 

６ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、

 受託居宅介護サービスに係る業務の実施状況につ

いて定期的に確認し、その結果等を記録しなけれ
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ばならない。 

 （勤務体制の確保等） 

第２０１条の１１ 外部サービス利用型指定共同生

活援助事業者は、利用者に対し、適切な外部サー

ビス利用型指定共同生活援助を提供できるよう、

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごと

に、従業者の勤務の体制を定めておかなければな

らない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たって

は、利用者が安心して日常生活を送ることができ

るよう、継続性を重視した外部サービス利用型指

定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。

３ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、

 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごと

に、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事

業所又は受託居宅介護サービス事業所の従業者に

よって外部サービス利用型指定共同生活援助を提

供しなければならない。 

４ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、

 従業者の資質の向上のために、その研修の機会を

確保しなければならない。 

（準用） 

第２０１条の１２ 第１２条、第１３条、第１５条

から第１８条まで、第２１条、第２４条、第２９

条、第３７条から第４２条まで、第５５条、第６

０条、第６２条、第６８条、第７２条、第７５条

から第７７条まで、第９０条、第９２条、第９４

条、第１５８条、第１９８条の２から第１９８条

の６まで、第１９９条、第１９９条の２及び第２

００条の２から第２００条の４までの規定は、外

部サービス利用型指定共同生活援助の事業につい

て準用する。この場合において、第２１条第２項

中「次条第１項」とあるのは「第２０１条の１２

において準用する第１９８条の４第１項」と、第

２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「

第２０１条の１２において準用する第１９８条の

４第２項」と、第６０条中「療養介護計画」とあ

るのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」

と、第７７条第２項第１号中「第６０条」とある

のは「第２０１条の１２において準用する第６０

条」と、「療養介護計画」とあるのは「外部サー

ビス利用型共同生活援助計画」と、同項第２号中

「第５５条第１項」とあるのは「第２０１条の１

２において準用する第５５条第１項」と、同項第

３号中「第６７条」とあるのは「第２０１条の１

２において準用する第９０条」と、同項第４号中

「第７５条第２項」とあるのは「第２０１条の１

２において準用する第７５条第２項」と、同項第
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５号及び第６号中「次条」とあるのは「第２０１

条の１２」と、第９４条中「前条の協力医療機関

」とあるのは「第２０１条の１２において準用す

る第２００条の４第１項の協力医療機関及び同条

第２項の協力歯科医療機関」と、第１５８条第１

項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受

ける者及び指定障害福祉サービス省令第１７０条

の２第１項に規定する厚生労働大臣が定める者に

限る。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前

の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助

を受けている者を除く。）」と、同条第２項中「

支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者

及び指定障害福祉サービス省令第１７０条の２第

２項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。

）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験

的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受け

ている者に限る。）」と、第１９９条第３項中「

当該指定共同生活援助事業所の従業者」とあるの

は「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事

業所及び受託居宅介護サービス事業所の従業者」

と読み替えるものとする。 

       第１６章 一体型指定共同生活介護事業所等

に関する特例 

  （従業者の員数に関する特例） 

 第２０４条 指定共同生活介護の事業及び指定共同

生活援助の事業を一体的に行う指定共同生活介護

事業所（以下「一体型指定共同生活介護事業所」

という。）及び指定共同生活援助事業所（以下「

一体型指定共同生活援助事業所」という。）に置

くべき世話人及びサービス管理責任者の員数は、

第１２５条第１項第１号及び第３号並びに第１９

６条第１項の規定にかかわらず、次のとおりとす

る。 

 世話人 当該一体型指定共同生活介護事業所

及び一体型指定共同生活援助事業所を一の事業

所であるとみなして、当該一の事業所とみなさ

れた事業所ごとに、常勤換算方法で、当該一体

型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同

生活援助事業所の利用者の数の合計を６で除し

た数以上 

 サービス管理責任者 当該一体型指定共同生

活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業

所を一の事業所であるとみなして、当該一の事

業所とみなされた事業所ごとに、ア又はイに掲

げる当該一体型指定共同生活介護事業所及び一

体型指定共同生活援助事業所の利用者の数の合

計の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数

   ア 利用者の数の合計が３０以下 １以上 
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   イ 利用者の数の合計が３１以上 １に、利用

者の数の合計が３０を超えて３０又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

  （設備及び定員の遵守に関する特例） 

 第２０５条 一体型指定共同生活介護事業所及び一

体型指定共同生活援助事業所においては、これら

の事業所の利用者の数の合計及びその入居定員の

合計をこれらの事業所の利用者の数及び入居定員

とみなして第１２７条（第１９８条において準用

する場合を含む。）及び第１３９条（第２０１条

において準用する場合を含む。）の規定を適用す

る。 

   附 則    附 則 

１ ［略］ １ ［略］ 

 （指定共同生活援助事業所において個人単位で居

宅介護等を利用する場合の特例） 

 （指定共同生活介護事業所において個人単位で居

宅介護等を利用する場合の特例） 

２ 第１９９条第３項の規定は、指定共同生活援助

事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護

又は行動援護に係る支給決定を受けることができ

る者であって、障害支援区分に係る市町村審査会

による審査及び判定の基準等に関する省令第１条

第５号に規定する区分４、同条第６号に規定する

区分５又は同条第７号に規定する区分６に該当す

るものが、共同生活住居内において、当該指定共

同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介

護又は重度訪問介護の利用を希望する場合につい

ては、平成２７年３月３１日までの間、当該利用

者については、適用しない。 

２ 第１３４条第３項の規定は、指定共同生活介護

事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護

又は行動援護に係る支給決定を受けることができ

る者であって、障害程度区分に係る市町村審査会

による審査及び判定の基準等に関する省令第２条

第４号に規定する区分４、同条第５号に規定する

区分５又は同条第６号に規定する区分６に該当す

るものが、共同生活住居内において、当該指定共

同生活介護事業所の従業者以外の者による居宅介

護又は重度訪問介護の利用を希望する場合につい

ては、平成２７年３月３１日までの間、当該利用

者については、適用しない。 

３ 第１９９条第３項の規定は、指定共同生活援助

事業所の利用者のうち、障害支援区分に係る市町

村審査会による審査及び判定の基準等に関する省

令第１条第５号に規定する区分４、同条第６号に

規定する区分５又は同条第７号に規定する区分６

に該当するものが、共同生活住居内において、当

該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者によ

る居宅介護（身体介護に係るものに限る。以下こ

の項において同じ。）の利用を希望し、次の各号

に掲げる要件のいずれにも該当する場合について

は、平成２７年３月３１日までの間、当該利用者

については、適用しない。 

３ 第１３４条第３項の規定は、指定共同生活介護

事業所の利用者のうち、障害程度区分に係る市町

村審査会による審査及び判定の基準等に関する省

令第２条第４号に規定する区分４、同条第５号に

規定する区分５又は同条第６号に規定する区分６

に該当するものが、共同生活住居内において、当

該指定共同生活介護事業所の従業者以外の者によ

る居宅介護（身体介護に係るものに限る。以下こ

の項において同じ。）の利用を希望し、次の各号

に掲げる要件のいずれにも該当する場合について

は、平成２７年３月３１日までの間、当該利用者

については、適用しない。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

４ 前２項の場合において、第１９６条第１項第２

号イからエまでの規定の適用については、これら

の規定中「利用者の数」とあるのは、「利用者の

数（附則第２項又は第３項の規定の適用を受ける

者にあっては、当該利用者の数に２分の１を乗じ

て得た数）」とする。 

４ 前２項の場合において、第１２５条第１項第２

号イからエまでの規定の適用については、これら

の規定中「利用者の数」とあるのは、「利用者の

数（附則第２項又は第３項の規定の適用を受ける

者にあっては、当該利用者の数に２分の１を乗じ

て得た数）」とする。 
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（さいたま市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一

部改正）

第２条 さいたま市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

（平成２４年さいたま市条例第５９号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第５条 指定障害者支援施設に置くべき従業者及び

その員数は、次のとおりとする。 

第５条 指定障害者支援施設に置くべき従業者及び

その員数は、次のとおりとする。 

 生活介護を行う場合    生活介護を行う場合 

  ア 生活介護を行う場合に置くべき従業者及び

その員数は、次のとおりとする。 

  ア 生活介護を行う場合に置くべき従業者及び

その員数は、次のとおりとする。 

(ｱ) ［略］    (ｱ) ［略］ 

(ｲ) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准

看護師をいう。以下同じ。）、理学療法士

又は作業療法士及び生活支援員 

(ｲ) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准

看護師をいう。以下同じ。）、理学療法士

又は作業療法士及び生活支援員 

    ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士

及び生活支援員の総数は、生活介護の単

位ごとに、常勤換算方法で、 及び に

掲げる数を合計した数以上とする。 

    ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士

及び生活支援員の総数は、生活介護の単

位ごとに、常勤換算方法で、 及び に

掲げる数を合計した数以上とする。 

 ⅰからⅲまでに掲げる平均障害支援

区分（障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に基づ

く指定障害者支援施設等の人員、設備

及び運営に関する基準（平成１８年厚

生労働省令第１７２号。以下「指定障

害者支援施設等省令」という。）第４

条第１号イ (一)( ｲ )に規定する厚生労働

大臣が定めるところにより算定した障

      害支援区分の平均値をいう。以下同じ。

      ）に応じ、それぞれⅰからⅲまでに定

める数 

 ⅰからⅲまでに掲げる平均障害程度

区分（障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に基づ

く指定障害者支援施設等の人員、設備

及び運営に関する基準（平成１８年厚

生労働省令第１７２号。以下「指定障

害者支援施設等省令」という。）第４

条第１号イ (一)( ｲ )に規定する厚生労働

大臣が定めるところにより算定した障

      害程度区分の平均値をいう。以下同じ。

      ）に応じ、それぞれⅰからⅲまでに定

める数 

      ⅰ 平均障害支援区分が４未満 利用

者（指定障害者支援施設等省令第４

条第１号イ (一)( ｲ )(ⅰ)に規定する厚生

労働大臣が定める者を除く。ⅱ及び

      ⅰ 平均障害程度区分が４未満 利用

者（指定障害者支援施設等省令第４

条第１号イ (一)( ｲ )(ⅰ)に規定する厚生

労働大臣が定める者を除く。ⅱ及び
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ⅲにおいて同じ。）の数を６で除し

た数 

ⅲにおいて同じ。）の数を６で除し

た数 

      ⅱ 平均障害支援区分が４以上５未満

利用者の数を５で除した数 

      ⅱ 平均障害程度区分が４以上５未満

利用者の数を５で除した数 

      ⅲ 平均障害支援区分が５以上 利用

者の数を３で除した数 

      ⅲ 平均障害程度区分が５以上 利用

者の数を３で除した数 

 ［略］        ［略］ 

    ｂ～ｄ ［略］      ｂ～ｄ ［略］  

(ｳ) ［略］    (ｳ) ［略］ 

  イ～オ ［略］   イ～オ ［略］ 

～  ［略］   ～  ［略］ 

２・３ ［略］  ２・３ ［略］  

（さいたま市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正

）

第３条 さいたま市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成

２４年さいたま市条例第６０号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前 

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準）

第３９条 生活介護事業者が生活介護事業所に置く

べき職員及びその員数は、次のとおりとする。

第３９条 生活介護事業者が生活介護事業所に置く

べき職員及びその員数は、次のとおりとする。

・  ［略］ ・  ［略］

 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護

師をいう。以下この章、次章及び第５章におい

て同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生

活支援員

 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護

師をいう。以下この章、次章及び第５章におい

て同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生

活支援員

  ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び

生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、

   常勤換算方法で、(ｱ)から(ｳ)までに掲げる利用

者の平均障害支援区分（障害福祉サービス省

令第３９条第１項第３号イに規定する厚生労

働大臣が定めるところにより算定した障害支

   援区分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、

   それぞれ(ｱ)から(ｳ)までに定める数とする。

  ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び

生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、

   常勤換算方法で、(ｱ)から(ｳ)までに掲げる利用

者の平均障害程度区分（障害福祉サービス省

令第３９条第１項第３号イに規定する厚生労

働大臣が定めるところにより算定した障害程

   度区分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、

   それぞれ(ｱ)から(ｳ)までに定める数とする。

(ｱ) 平均障害支援区分が４未満 利用者の数 (ｱ) 平均障害程度区分が４未満 利用者の数
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を６で除した数以上 を６で除した数以上

(ｲ ) 平均障害支援区分が４以上５未満 利用

者の数を５で除した数以上

(ｲ ) 平均障害程度区分が４以上５未満 利用

者の数を５で除した数以上

(ｳ) 平均障害支援区分が５以上 利用者の数

を３で除した数以上

(ｳ) 平均障害程度区分が５以上 利用者の数

を３で除した数以上

  イ～エ ［略］   イ～エ ［略］

 ［略］  ［略］

２～８ ［略］ ２～８ ［略］

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準）

第５９条 ［略］ 第５９条 ［略］

２～７ ［略］ ２～７ ［略］

８ 第１項第４号のサービス管理責任者のうち、１

人以上は、常勤でなければならない。ただし、宿

泊型自立訓練を行う自立訓練（生活訓練）事業所

であって、利用者の支援に支障がない場合は、こ

の限りでない。

８ 第１項第４号のサービス管理責任者のうち、１

人以上は、常勤でなければならない。

（さいたま市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）

第４条 さいたま市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年

さいたま市条例第６３号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前 

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準）

第１１条 障害者支援施設に置くべき職員及びその

員数は、次のとおりとする。

第１１条 障害者支援施設に置くべき職員及びその

員数は、次のとおりとする。

 ［略］  ［略］

 生活介護を行う場合  生活介護を行う場合

  ア 生活介護を行う場合に置くべき職員及びそ

の員数は、次のとおりとする。

  ア 生活介護を行う場合に置くべき職員及びそ

の員数は、次のとおりとする。

(ｱ) ［略］ (ｱ) ［略］

(ｲ ) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准

看護師をいう。以下同じ。）、理学療法士

又は作業療法士及び生活支援員

(ｲ ) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准

看護師をいう。以下同じ。）、理学療法士

又は作業療法士及び生活支援員

    ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士

及び生活支援員の総数は、生活介護の単

位ごとに、常勤換算方法で、 及び に

    ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士

及び生活支援員の総数は、生活介護の単

位ごとに、常勤換算方法で、 及び に
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掲げる数を合計した数以上とする。 掲げる数を合計した数以上とする。

 ⅰからⅲまでに掲げる平均障害支援

区分（障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に基づ

く障害者支援施設の設備及び運営に関

する基準（平成１８年厚生労働省令第

１７７号。以下「障害者支援施設省令

」という。）第１１条第２号イ (一)(ｲ)

に規定する厚生労働大臣が定めるとこ

ろにより算定した障害支援区分の平均

値をいう。以下同じ。）に応じ、それ

ぞれⅰからⅲまでに定める数

 ⅰからⅲまでに掲げる平均障害程度

区分に応じ、それぞれⅰからⅲまでに

定める数

      ⅰ 平均障害支援区分が４未満 利用

者（障害者支援施設省令第１１条第

２号イ (一)(ｲ)(ⅰ)に規定する厚生労働

大臣が定める者を除く。ⅱ及びⅲに

おいて同じ。）の数を６で除した数

      ⅰ 平均障害程度区分が４未満 利用

者（障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に基

づく障害者支援施設の設備及び運営

に関する基準（平成１８年厚生労働

省令第１７７号。以下「障害者支援

施設省令」という。）第１１条第２

号イ (ｲ)(ⅰ)に規定する厚生労働大臣

が定める者を除く。ⅱ及びⅲにおい

て同じ。）の数を６で除した数

      ⅱ 平均障害支援区分が４以上５未満

利用者の数を５で除した数

      ⅱ 平均障害程度区分が４以上５未満

利用者の数を５で除した数

      ⅲ 平均障害支援区分が５以上 利用

者の数を３で除した数

      ⅲ 平均障害程度区分が５以上 利用

者の数を３で除した数

 ［略］  ［略］

    ｂ～ｄ ［略］     ｂ～ｄ ［略］

(ｳ) ［略］ (ｳ) ［略］

  イ～オ ［略］   イ～オ ［略］

～  ［略］ ～  ［略］

２～４ ［略］ ２～４ ［略］

（さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部改正）

第５条 さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成２４年さいたま市条例第６４号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。
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 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前 

（利益供与等の禁止） （利益供与等の禁止） 

第５０条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談

支援事業者若しくは障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律第５条第１６項

に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支

援事業を行う者（次項において「障害児相談支援

事業者等」という。）、障害福祉サービスを行う

者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族

に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介する

ことの対償として、金品その他の財産上の利益を

供与してはならない。 

第５０条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談

支援事業者若しくは障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律第５条第１７項

に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支

援事業を行う者（次項において「障害児相談支援

事業者等」という。）、障害福祉サービスを行う

者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族

に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介する

ことの対償として、金品その他の財産上の利益を

供与してはならない。 

２ ［略］ ２ ［略］

（さいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部改正）

第６条 さいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成２４年さいたま市条例第６５号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前 

（利益供与等の禁止） （利益供与等の禁止） 

第４７条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相

談支援事業を行う者若しくは障害者総合支援法第

５条第１６項に規定する一般相談支援事業若しく

は特定相談支援事業を行う者（次項において「障

害児相談支援事業者等」という。）、障害福祉サ

ービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児

又はその家族に対して当該指定福祉型障害児入所

施設を紹介することの対償として、金品その他の

財産上の利益を供与してはならない。 

第４７条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相

談支援事業を行う者若しくは障害者総合支援法第

５条第１７項に規定する一般相談支援事業若しく

は特定相談支援事業を行う者（次項において「障

害児相談支援事業者等」という。）、障害福祉サ

ービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児

又はその家族に対して当該指定福祉型障害児入所

施設を紹介することの対償として、金品その他の

財産上の利益を供与してはならない。 

２ ［略］ ２ ［略］

附 則

 （施行期日）
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１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

（さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の一部改正に伴う経過措置）

２ この条例の施行の際現に第１条の規定による改正前のさいたま市指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（以下「旧指定障害福

祉サービス条例」という。）第１２４条に規定する指定共同生活介護の事業を行う

事業所並びに旧指定障害福祉サービス条例第２０４条に規定する指定共同生活介護

の事業等を行う一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所

については、第１条の規定による改正後のさいたま市指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（以下「新指定障害福祉サービス条

例」という。）第１９５条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所とみな

す。

３ この条例の施行の際現に旧指定障害福祉サービス条例第１９５条に規定する指定

共同生活援助の事業を行う事業所（次項において「旧指定共同生活援助事業所」と

いう。）は、新指定障害福祉サービス条例第２０１条の２に規定する外部サービス

利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所（附則第５項において「外部サービス

利用型指定共同生活援助事業所」という。）とみなす。

４ この条例の施行の日において現に存する旧指定共同生活援助事業所について、新

指定障害福祉サービス条例第２０１条の４の規定を適用する場合においては、当分

の間、同条第１項第１号中「６」とあるのは、「１０」とする。

５ 附則第３項の規定により、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所とみなさ

れたものについて、新指定障害福祉サービス条例第２０１条の１０第４項の規定を

適用する場合においては、この条例の施行後最初の指定の更新までの間は、同項中

「事業の」とあるのは、「受託居宅介護サービスの提供の」とする。

－89－


